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熊本県議会 総務常任委員会会議記録第 １ 回

平成20年４月24日（木曜日）

午前10時39分開議

午前10時43分休憩

午前10時53分開議

午前11時18分閉会

本日の会議に付した事件

正副委員長互選

議案第１号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち

議案第２号 専決処分の報告及び承認につ

いて

議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

いて

議案第６号 専決処分の報告及び承認につ

いて

議案第５号 熊本県知事等の給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について

出席委員（８人）

委 員 長 井 手 順 雄

副委員長 守 田 憲 史
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委員外議員（なし）
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総務部

部 長 角 田 岩 男

次 長 川 口 弘 幸

危機管理監 奥 村 良 博

首席総務審議員

兼人事課長 田 崎 龍 一

総務事務センター長 田 上 勲

行政経営課長 高 嶋 裕 治

首席総務審議員

兼私学文書課長 広 崎 史 子

財政課長 田 嶋 徹

管財課長 松 田 良 治

税務課長 富 田 健 治

市町村総室長 本 田 惠 則
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総室長 坂 本 眞 一

危機管理・防災消防

総室副総室長 野 田 克 巳

男女共同参画・パート

ナーシップ推進課長 小 林 弘 史

地域振興部

部 長 小 宮 義 之

理 事 上 野 信 一

次 長 黒 田 豊

次 長 松 見 辰 彦

地域政策課長 神 谷 将 広

川辺川ダム総合対策課長 古 里 政 信

情報企画課長 松 永 正 男

首席政策審議員

兼文化企画課長 山 野 陽 一

国際課長 園 田 素 士

交通対策総室長 小 林 豊
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首席統計審議員

兼統計調査課長 甲 斐 良 一

出納局

会計管理者

兼出納局長 宮 田 政 道

首席会計審議員

兼会計課長 藤 本 玉 留

管理調達課長 坂 本 友 春

人事委員会事務局

局 長 井 川 正 明

総務課長 田 中 明

公務員課長 松 見 久

監査委員事務局

局 長 金 田 和 洋

第一課長 藤 川 昭

議会事務局

局 長 松 山 正 明

次 長 正 木 重 臣

総務課長 吉 良 洋 三

議事課長 東 泰 治

政務調査課長 小 原 忠 隆

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

政務調査課課長補佐 野 白 三 郎

午前10時39分開議

〇坂本議事課課長補佐 本日は、初めての委

員会でありますので、まず、正副委員長の互

選をお願いいたします。

委員会条例第６条の２第２項の規定によ

り、年長委員に委員長互選の職務を行ってい

ただくことになっております。

本日の年長委員は小杉委員でございます。

それでは、小杉先生よろしくお願いいたし

ます。

○小杉直年長委員 ただいまから、第１回総

務常任委員会を開催いたします。

私が年長でありますので、規定により委員

長互選の職務を行います。

まず、委員長互選の方法については、指名

推選と選挙がございますが、指名推選により

行いたいと思います。これに御異議ございま

せんか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長互選の方法は指名推選によ

り行うことといたします。

それでは、委員長候補者を指名する方を決

めたいと思います。どなたから指名していた

だきましょうか。

（｢年長委員一任｣ と呼ぶ者あり)

○小杉直年長委員 私にという声があってお

りますが、私が指名することに御異議ありま

せんか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

それでは、委員長に井手委員を指名したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

よって井手委員が委員長に決定いたしまし

た。

これで私の職務は終わりましたので、委員

長と交代いたします。

（小杉年長委員退席、井手委員長着席)

○井手順雄委員長 ただいま、委員長に御選

出いただきました井手でございます。

今後１年間、一生懸命頑張って円滑な委員

会にもっていきたいと思いますので、どうか

皆さん方の御指導、御鞭撻のほどをよろしく

お願いいたします。

それでは、引き続き、副委員長の互選を行

います。

副委員長互選の方法については、指名推選

と選挙がございますが、指名推選により行い

。 。たいと思います これに御異議ありませんか

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。
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よって、副委員長互選の方法は指名推選に

より行うことといたします。

それでは、副委員長候補者を指名する方を

決めていただきたいと思いますが、どなたか

ら指名していただきましょうか。

（｢委員長一任｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 委員長一任という声が上

がっておりますが、私が指名することに御異

議ありませんか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。

それでは、副委員長に守田委員を指名した

、 。いと思いますが これに御異議ありませんか

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。

よって、守田委員が副委員長に決定いたし

ました。それでは、守田委員、副委員長席に

どうぞ。

（守田副委員長着席)

○守田憲史副委員長 ただいま、副委員長に

選出いただきました守田憲史でございます。

本委員会では県政にとって大変重要な意義

を持つ議題について審議されることになるか

と思いますが、活発な議論ができますよう努

力してまいりたいと思います。委員各位の御

協力をよろしくお願いいたします。簡単では

ございますが、あいさつとさせていただきま

す。

○井手順雄委員長 引き続き付託議案の審査

を行いたいと思いますので、休憩の後、執行

部の入室を求めます。

それでは、10分間ほど休憩いたします。

午前10時43分休憩

午前10時53分開議

○井手順雄委員長 それでは、総務常任委員

会を再開いたします。

本日は、本会議を休憩いたしましての委員

会でありますので、審査を効率的に進めるた

め、質疑応答は付託議案に関するものに限ら

せていただきます。

幹部職員の自己紹介につきましては、今回

は議案の説明をされる方のみ説明に先立って

自己紹介を行っていただきたいと思います。

その他の幹部職員の方々については、お手元

に配付しております配席表によって紹介にか

えたいと思います。

なお、本日の委員会出席者は本会議を休憩

しての委員会でありますので、議案関係課以

外は課長以上の役付職員のみといたしており

ます。この１年間このメンバーで審議を行い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案

等について審査を行いますが、議案第５号に

つきましては修正案が出ております。

まず、議案第５号を除いた議案について審

査を行い、その後に議案第５号について審査

を行いたいというふうに思っております。

それでは、議案第５号を除く議案について

の執行部の説明を求めた後に、質疑を一括し

て受けたいと思います。なお、執行部の説明

は簡潔にお願いしたいと思います。

それでは、角田総務部長から総括説明をお

願いいたします。

○角田総務部長 このたび総務部長を拝命い

たしました角田でございます。よろしくお願

いいたします。開会に当たりまして一言ごあ

いさつを申し上げます。

本日は、新年度に入りまして初めての委員

会でございますが、井手委員長、守田副委員

長を初め委員の先生方にはこの１年間よろし

くお願い申し上げます。

それでは、今回、提案しております議案の

概要について御説明申し上げます。

まず、専決処分を行いました平成19年度一

般会計補正予算は、２月補正予算成立後にお

ける特別交付税、県債等の額の確定に伴い災

害基金への積み立てを行うなど、予算の最終
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整理を行ったものでございます。

また、熊本県知事等の給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例の制定並びに専決

処分を行いました条例の一部改正３件につき

ましての報告及び承認につきましても、あわ

せて御提案申し上げております。

その後、予算関係の説明は財政課長から、

また、条例等の議案につきましては、それぞ

れ担当の課長から説明をさせますので、よろ

しく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。

、 、○井手順雄委員長 次に 田嶋財政課長から

専決処分の報告及び承認について説明をお願

いします。

○田嶋財政課長 財政課長の田嶋です。よろ

しくお願いします。

総務常任委員会説明資料に沿って御説明を

させていただきます。１ページをお願いしま

す。

、 、まず 補正予算編成の考え方につきまして

平成19年度一般会計予算につきましては、２

月補正予算成立後における地方譲与税、地方

交付税、特別交付税、交通安全対策特別交付

金、県債、宝くじ収益金の額の確定を踏まえ

今後の財政運営をより適切に行うため、県債

管理基金及び災害基金の取り崩しを一部取り

やめるとともに、災害基金の積み立てを行う

など予算の最終整理を行ったものでございま

す。

次に、予算規模、一般会計についてでござ

いますけれども、現計予算額は２月補正後で

7,330億7,400万円でございます。３月専決の

額は７億円でございます。補正後の額は7,33

7億7,400万円、対前年度比0.4％の減でござ

います。

、 、次に 補正の内容についてでございますが

歳入の主なものは、まず、地方交付税が１億

9,000万円の増でございます。

次に、県債については８億9,500万円の増

でございます。基金繰入金につきましては５

億600万円減いたします。

歳出につきましては、７億円の災害基金の

積立金を行うものでございます。次に、２ペ

ージをお願いします。

災害基金は財政課が所管しておりますの

、 。で 財政課の項に補正額を計上しております

次に、３ページをお願いいたします。

今、御説明しましたように、財政管理費と

して災害基金の積立金７億円をお願いしてお

ります。

以上、よろしくお願いいたします。

○井手順雄委員長 次に、関係課長から順次

説明をお願いいたします。

○富田税務課長 税務課長の富田でございま

す。よろしくお願いいたします。

県税特別措置条例と県税条例の改正につき

専決したものを報告し承認を求めるものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。

まず、県税特別措置条例の改正でございま

す。５ページの概要を見ていただきたいと思

います。これは農村工業導入地区に企業立地

があった場合、また、中心市街地に一定の施

設を設置した場合に法人事業税や不動産取得

税を免除、あるいは不均一課税をする制度で

ございまして、総務省令で延長をされたこと

に伴いまして、県税特別措置条例もその適用

期間を延長するものでございます。なお、農

村工業導入の制度につきましては、租税特別

措置法によって既に延長されておりまして、

現在立地してないところの企業立地促進に必

要であることから延長を行うものであること

を申し添えます。

次に、７ページの方を開いていただきたい

と思います。

そちらの方は地方税法の改正でございま

す。現在、20年度の地方税法の改正法案が国
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会で審議中でございますけれども、その一部

分、国民生活に支障のあるとされたことにつ

きまして改正がなされております。これによ

って関係する県税条例を改正したものでござ

います。改正点は、すべて自動車取得税に関

するものであります。１点目は、50万円以下

の自動車を取得した場合につきましては、従

前と同様に課税されないようにするものであ

ります。２点目は、排出ガスと低燃費にすぐ

れた自動車における自動車取得税を減額控除

するもの、また、３点目につきましては、バ

ス・トラックの排出ガス規制に適合したもの

について、これまた従前と同様に税率を軽減

するための改正でございます。いずれも当分

の間としまして５月31日までの延長となって

おります。

以上でございます。

○田崎人事課長 人事課長の田崎でございま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。

資料の10ページをお願いをいたします。

第６号議案専決処分の報告及び承認につい

てでございます。熊本県知事等の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきまして専決処分を行っておりますの

で、その報告と承認をお願いするものでござ

います。11ページをごらんください。

知事等の給与の支給日につきましては、条

例で一般職の例によることとしておりまし

て、現在、毎月21日が給料支給日となってお

ります。しかしながら、後ほど第５号議案で

御説明させていただきます新知事の給料の削

減内容を４月の給料から反映させるために、

さきに専決処分により条例を改正しているも

のでございます。具体的な改正内容は２にご

ざいますように、平成20年４月の給料支給日

に限って４月21日を４月30日に改正をしてお

ります。

施行期日につきましては、公布の日からと

しており、平成20年４月18日公布日としてお

ります。

以上でございます。よろしくお願いをいた

します。

○井手順雄委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、専決処分の報告及び承

認等について質疑を受けたいと思います。何

か質疑はありませんでしょうか。

（｢なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 なければ、これで付託さ

れた議案等に対する質疑を終了いたします。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号から第３号及び第６号について一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認め一括し

て採決いたします。

議案第１号外３件について原案どおり承認

することについて御異議ありませんか。

(｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は原案どおり承認

することに決定いたしました。

、 。次に 議案第５号について審査を行います

馬場委員から委員会条例第15条の規定により

修正案が提出されました。

修正案はお手元に配付しております。

議案第５号と修正案をあわせて議題として

審議をいたします。

まず、執行部の説明を求めます。

○田崎人事課長 資料の８ページをお願いい

たします。

第５号議案熊本県知事等の給与の特例に関

する条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。９ページの概要で御説明をさせて

いただきます。

知事の給与につきましては、平成20年１月

から給料の15％及び期末手当の10％を削減し
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ているところでございますが、今回これを見

直すこととしております。２の主な改正内容

をごらんいただきたいと思いますが、給与の

削減内容、それとその削減期間を改正するこ

ととしております。

まず、削減内容につきましては、①のとお

り、知事の給料月額を124万円から100万円削

減する内容に改正をいたします。この改正に

よりまして、知事の給料は月額24万円となり

ます。また、期末手当につきましては、これ

まで124万円を基礎として算定した額から10

％削減としておりましたけれども、今回、削

減後の給料月額24万円を基礎として算定する

ように改正をいたします。

次に、(２)でございます。削減の時期につ

きましては、新知事の就任日であります４月

16日から開始することといたしております。

なお、その他の特別職及び部長級の職員の給

与削減につきましては、従前のとおりといた

しております。

施行日につきましては、公布の日からとし

ておりまして、適用は平成20年４月16日から

としております。

以上でございます。よろしく御審議のほど

をお願いいたします。

○井手順雄委員長 次に、修正案の提出者の

説明を求めます。

○馬場成志委員 議案第５号についての修正

案の提案理由を説明いたします。

今回の知事の決意、提案内容については知

事選のマニフェストに掲げたことを即座に実

行するものでもありますし、その姿勢につい

ても非常に評価をさせていただきたいと思い

、 。ますし 趣旨に反対するものではありません

しかしながら、余りにも大幅なカツトであり

ますし、知事の職責の重さを考えると提案の

すべてが適当なのだろかということでござい

ます。

、 、知事は今回のマニフェストで 外交官知事

トップセールスマン知事ということを掲げて

こられましたけれども、私たち県民が蒲島知

事に期待するところは、これまでに培ってこ

られた経験や人脈の幅の広さであるというふ

うに思います。まさに熊本のトッブセールス

マンとしての活躍だろうというふうに思いま

す。しかし、今回の提案のすべてを実行する

となればその期待にこたえられるのかと、ひ

いては県政運営にも支障が出はしないかとい

うような心配もするところであります。知事

が県財政の厳しさを共有するために「隗より

始めよ」というような気持ちで県民総力戦の

スタートを切りたいということは月額100万

円カットで十分、県職員の皆さん方、また県

民の皆様方にも伝わるものというふうに思う

わけであります。そこで提案の月額100万円

カットについては、マニフェストにも掲げら

れておりますし、この実施については、知事

の覚悟として尊重すべきと考えますが、期末

手当については、本則月額給料124万円をベ

ースに10％カットという現在の特例条例に沿

ったものにするよう修正提案をさせていただ

きたいと存じます。修正案及びその概要につ

いては、お手元の配付の資料のとおりであり

ます。

今、執行部の方から提案がありましたのが

９ページでございますが、私の方から出させ

ていただいておりますペーパーの３枚目を見

比べていただくとわかるかというふうに思い

ます。執行部案の２の（１）の②であります

が、現行は124万を基礎として算出した額か

ら10％を削減、改正後というのは削減後の24

万円を基礎として算出した額というふうに執

行部案はなっておりますけれども、修正案に

ついては、それを現行どおりということで提

案をさせていただきたいと存じます。

以上です。

○井手順雄委員長 以上で説明は終わりまし
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、 。たので これより質疑を受けたいと思います

何か委員の皆様方、質疑はございませんでし

ょうか。

○竹口博己委員 執行部にどういう形でお尋

ねしたがいいのか、ちょっと初めてのことで

悩むところですが、今執行部の方から出され

た案に対する修正案の説明があり、私として

は、今修正案の説明でもありましたとおり、

蒲島知事は選挙のときにもあらゆる人脈を駆

使して、そのネットワークで熊本を豊かにし

て県民の夢を実現したいということをしきり

に訴えておられた。つまり外交官知事に徹し

たいというこの姿勢に多くの県民が共感を覚

え支持をしたというふうに理解をいたしてお

ります。みずからうたわれたマニフェストで

給与月額100万円削減、これはそのとおり今

回の議案に盛り込まれており、大いに歓迎を

するところでありますが、期末手当にこれが

及ぶというこの部分ですね、今この大変な事

態に直面をしている県の財政を何とか立て直

すために外交官に徹したいというこの知事に

大いに期待したいと率直にそう思うんです

よ。願わくは私費でもーー公費にも限界があ

るでしょうから、たとえ知事でも外交官に徹

してダイナミズムに行動を展開されるその資

金をすべて公費で見るというのは、これは県

の財政にも限界があるでしょう。そうなれば

私としては自分の金でも使って動いてもらい

たいという、そういう思いがないわけでもな

い。ところが期末手当も、これほどのカット

となったときに県にとってそれが果たしてプ

ラスなのかどうかという、この期末手当の大

幅削減とまで自動的に、数字的にいってしま

うのは県民のプラス面から考えて無謀ではな

いかとさえ感じられます。

これを総務部長にお尋ねしたらよろしいで

すか、そういう議論というのは庁内であられ

たのかどうか、これは県にとって大変なこと

になるんです。動けなく、つまり外交官に徹

したいという蒲島知事の行動を制約してしま

うことになりはしないかという、こういう危

惧の念を禁じ得ません。したがって、聞くの

、 。 、はやめましょう 意見を言います 私は今回

給与月額100万削減、これはみずからもおっ

しゃってたことだし、当然県民にその姿勢を

。 。示す意味から歓迎します 当然だと思います

だけどその先の期末手当の部分までとなる

と、知事としての行動を制約しかねないとい

うことから、馬場委員から出された修正案に

対しては賛意を表明したいと思います。

以上です。

○渡辺利男委員 私の方からはちょっと質問

もしたいんですが、マニフェストで100万円

カツトというマニフェスト自体にも私は大

体、内心首をかしげておりましたけれども、

これはもう本人の強い意思で県民への約束事

として当選されたから、これはもう実行され

ることに問題はありません。これまで100万

円カツトされても何とか生活はやっていける

んだろうというふうに私も漠然と考えており

ました。しかし、新聞報道等でも何か貯金を

切り崩してまで生活をするというふうなこと

が書いてありましたんで、そこまでせないか

んのかなあと、ちょっとやり過ぎではないの

かなあというふうに感じます。そこで給与24

万円にすることが具体的にどれくらいの年収

になるのかというところまで今まできちんと

精査もしておりませんでした。これはプライ

バシーに関することかもしれませんけれど

も、24万円にして期末手当にもそれがそのま

ま影響するということになると、例えば去年

までの収入に応じた住民税あたりは相当大き

いものが来るだろうと思いますので、アバウ

トで結構ですから、大体、毎月どれくらいに

なるんでしょうかというのが質問の１つと。

もう１つ、他県でも給与のカットされてい

る知事というのはあると思いますが、それは

そのままストレートに期末手当にもどこの県
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でもつながっているものなのかどうなのか、

そこのところを２点お尋ねします。

○井手順雄委員長 それでは、プライバシー

にかかわる問題もありますので、答えられる

範囲内で田崎人事課長お願いします。

○田崎人事課長 御質問にお答えいたしま

す。

今委員長の方からもございましたように、

プライバシーの問題もございますので、明確

にお答えすることは難しい部分もございます

けれども、給料月額24万円にした場合、その

給料から所得税、共済掛金、住民税が控除さ

れるとーーそれに知事の場合には知事公舎の

家賃その他の光熱費等を加えますと、現実に

は10万円を切るような額になるのではないか

というふうに思っておるところでございま

す。

それともう１点でございます。いわゆる知

事の給与カットしたところがすべて期末手当

に影響させているのかというお尋ねでござい

ますが、今年の１月１日現在で調べておりま

すけれども、そういう形で連動している県も

あれば、給料月額だけの減額をしている県と

さまざまでございますけれども、期末手当ま

で影響させているところというのは大体、給

料カットしているところの半数程度ではない

かというふうに思っております。

以上でございます。

○渡辺利男委員 わかりました。給与一桁に

なるということで、これはもう正直それだけ

で食っていけないでしょうから、貯金を取り

崩して生活していかないかぬということにな

ると思いますが、県民も知事にそこまでは求

めていないと思いますよね。毎月一生懸命仕

事をしながら、そして今までの蓄えを取り崩

して生活をしていくという知事の姿をだれも

県民は余り歓迎しないんじゃないかなと思い

ますので、最低限の生活等を保障するという

意味からも期末手当は現行どおりでいいんじ

ゃないのかなあというふうに私も思います。

以上です。

○井手順雄委員長 ほかに質問はございませ

んか。

○西聖一委員 意見を述べさせてもらいま

す。蒲島知事の意気込みは本当にすばらしい

もので、今回100万円カットについてはもう

やむを得ない部分がありますが、私としては

報酬、公務員の給料を含めてですけれども、

基本的には労働対価だと思っております。こ

れも自分たちで決めるのでなくて第三者委員

会とか、人事委員会とか、いわゆる公的機関

の定めたもので職務にふさわしい労働対価と

して定めているもんですから、それを気持ち

で安易に下げる、上げることはないでしょう

けれども、このことについては、私たち常識

としてしっかり考えていかなければならない

と思います。そういう中において生活もでき

ないような給与を知事に私たちは求めるべき

ではないのではないかと思います。逆に124

万円普通にいただいて1,000万円分の仕事を

してもらうのが本来の期待する姿であってと

思いますので、今回の馬場委員の提案には私

は賛同いたします。

○井手順雄委員長 これは御意見で結構です

か――。

○西聖一委員 はい。

○井手順雄委員長 ほかに質問はございませ

んね。

それでは、質問をこれで終了いたします。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第５号について採決をしたいと思いま

す。まず、修正案について挙手により採決を



- 9 -

いたします。本修正案に賛成の委員の挙手を

求めます。

（賛成者挙手)

○井手順雄委員長 全会一致と認め、修正案

は可決することに決定いたしました。

次に、ただいま修正議決しました部分を除

く議案第５号について挙手により採決いたし

ます。

修正議決した部分を除く部分については、

原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。

（｢異議なし｣ と呼ぶ者あり)

○井手順雄委員長 異議なしと認めます。

よって、修正議決した部分を除く部分は原

案のとおり可決することに決定いたしまし

た。

以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。

最後に、陳情書等が１件提出されています

、 。ので 参考としてお手元に配付しております

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。皆さん大変御苦労さまで

ございました。

午前11時18分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

総務常任委員会委員長


